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松本市での「介護保険料」
引き下げた取組みについて

短期間で、市⾧への請願署名に取り組み、「介護保険料」
の引き下げを実現しました。その教訓を考えてみます。

松本地区社会保障推進協議会
事務局⾧ 塩原秀治

第9期介護保険事業計画の策定論議と合
わせて「保険料」引き下げを運動化した

 介護保険料引き下げは3年ごとの介護保険事業計画
の策定議論と連動させて取組むことが重要。

 松本市の介護保険会計の分析をして、介護保険料
の引き下げの可能性を探る。担当者との意見交換。

 介護保険給付費準備金がどのくらいあるのか、引
き下げを可能にする財源に。

 県内市町村の介護保険料の比較も重要。

2



介護保険財源の仕組みと介護保険料は、
どうやって決まるのか ??

第9期 松本市介護保険料基準額は

１４３,29億円 ÷ 206,587人 = 69,362円
(年額)

準備基金 13.58億円取り崩し
5,780円

(月額)

参考資料: 松本市介護保険料 検算から

⾧野県の介護保険料と松本市の介護保険
料の変遷について
 ⾧野県の介護保険料の月額の推移について

第1期 2,346円 ⇒第9期 5,653円 2.4倍に
松本市の介護保険料(標準負担額)の推移

松本も
2.4倍に

介護保険料

第１期 2,407

第２期 3,250

第３期 4,590

第４期 4,540

第５期 5,439

第６期 5,694

第７期 5,890

第８期 5,890

第９期 5,780
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短期間ではあったが緊急に全市民を対象
にした「市⾧」への要望署名に取り組む

地区社保協の加盟団体へ要望署名を呼び
かけ、本当に短期間であったが1月23日に
2186筆の要望署名を提出、提出後も署名
は集まった。具体的に13.5億円の保険給
付費支払基金を取り崩して、介護保険料
の軽減に充てることを要望、松本市とし
ても検討していると前向きな回答した。

結論
第9期介護保険料を標準負担額で引げ下げた。
 やはり、声を可視化して運動化していった。
短期決戦の要請署名行動

 保険料を引き下げ可能なことを広く訴えて、
世論にしてきた。

 行政担当者との緊密な意見交換を続けてきた。
 地区社会保障推進協議会の存在をアピールし
ていく。
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「介護保険による在宅療養生活者を支援する」
という事

松本協立ヘルパーステーション

はじめに

• 介護保険制度が施行されてから24年。利用さ

れる方の自立と自己決定、介護の社会化を
目指してはじめられたこの制度。

12年前の1人の利用者の支援を振り返りつつ、

在宅生活支援の現状を伝え、介護保険制度
の下で活動するヘルパーの願いをここに報
告する。
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利用者紹介・経過

• Ｓ氏 男性 ８１歳 呼吸器疾患あり

• 気管切開し呼吸苦が常にあるなかの独居生活。

• 平成19年7月訪問開始 要支援２ →介護度３
平成19年7月～22年1月 要支援２ 1回/週（水）

平成22年2月～同年4月 3回/週（月・水・金）

平成22年5月～23年10月 2回/週（水・金）

平成24年4月～現在は亡くなっている

最終介護度：要介護４→要介護３ 連日訪問
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利用者様の想い、願い、こだわり

• 17年前に妻が他界、その後独居生活が続き仕事による
塵肺が元の肺疾患があり、長年呼吸苦と闘っている。

• 気管切開の後、退院後は入浴と食事作りを支援してもら
えれば在宅生活ができると、連日訪問を希望。

• 冬季は老健への入所希望であったが、願いが叶わな
かった。

• 夜間は発声できなくなるため、万が一のことを考えると
不安。

• 使える物はとことん使い、自分でできることは自分でや
るのが、生活心情。

• 利用限度額内では、サービス利用が限られていた。ご
本人の家にいたいという希望もありヘルパー以外の
サービスの利用を控えていた。

ヘルパーの支援体制

• 食事提供を中心にし、家事全般にわたる支援

買い物 平均5000円位で一週間分を購入する。

調理 一日一回の調理で当日昼から翌日朝分
まで作る。身体状況や体調に合わせ、希
望されるメニューを踏まえた献立にする。

無駄なく食材を使い切る。

掃除 Ｓ氏のやり方を踏まえながら行う。

洗濯 できるだけ風呂の残り湯を使う。
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課題と考察
Ｓ氏が今まで行ってきた家事と、ヘルパーが行えない項目

掃除 台所 居間 寝室 トイレ 風呂場 階段 廊下
２階２部屋 物干し場

洗濯 着替えたもの リネン類 カーテン
調理 日々のおかず 炊飯 手作り餃子

手作りたこ焼き 行事食
ごみ出し 可燃ごみなどの町会指定のごみ 特大な布団
買い物 日々の食材 お店指定（灯油18Lポリタンク・米・

りんご（直売所）・たかののおはぎ・丸正の見切り
パン）

衣類の修繕
庭木の剪定 枝払い・家庭菜園の収穫

水やり 玄関横の花壇
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最後に

• 生活援助は単なる家事労働ではなく、ヘル
パー一人ひとりの生活の知恵を基にされた責
任ある仕事だと考える。生活される方のこだ
わりに寄り添いながらの支援は、時には辛い
事もあるが、その方の笑顔に支えられている
部分もある。高い保険料の支払いと、利用限
度額の設定による利用制限があるこの介護
保険が、もっと利用しやすく改定されることを
願う。
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在宅介護を終わらせないで!

⾧野県社会保障推進協議会介護部会

（ＮＰＯ）暮しネット・えん
小島 美里
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こんな本を出してます!

9月８日発売
『マンガ認知症介護施設編』

17



介護保険スタートから四半世紀
何が起きている?

・平均寿命の延伸
・認知症の増加
・独居・老老世帯の激増
・少子化がもたらす労働人口の激減
・千年に一度の大災害、東日本大震災
・百年ぶりのパンデミック、新型コロナウィルスの蔓延
・衰退に向かう日本経済（外国人労働者は来てくれるの?）
・非正規雇用、ファミレス、団塊ジュニアの20年後は…

介護の現場は…
ミゼラブル!!!

・有効求人倍率（全職種平均1.29倍）
介護職員:3.6倍
訪問ヘルパー:15.53倍

・訪問介護の現場は、老ヘルパー介護
紙おむつ付けて介護に出かける８０代ヘルパー!!

・ケアマネジャーも不足!認定受けてもプラン作成されず
・介護施設:職員不足で全フロア開けられず
・人手不足によるデイ、訪問、ケアマネ事業所閉鎖増加
・総合事業:訪問サービス「要支援対応のヘルパーいない」
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平均寿命ー健康寿命＝ヨタヘロ期
この約１０年が…

わたし認知症になります
「認知症の人の行方不明や徘徊、自動車運転にかかわる実態調査」
（2018年）より

・介護保険利用理由1位は認知症
・相変わらず身体介護モデル中心のまま
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認知症で行方不明1万8000人
うち死亡確認491人

認知症になる覚悟
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2023年秋国会集会
ついに「詐欺」レベルに!

介護報酬、介護保険
2024年改定内容について
決定事項
１．利用料負担2割を拡大
２．福祉用具、買取と貸与選択
３．介護施設にロボット導入して職員減らし
４．老人保健施設等・介護医療院多床室室料負担発生
５．一号保険料標準段階を９⇒13段階に
先送り
１．介護サービス利用料負担標準2割負担化
２．ケアプランの有料化
３．新たな複合サービス（訪問＋通所）
介護報酬
１．介護報酬1.59％アップ（医療0.88％、障害者福祉1.12％）
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訪問介護の基本報酬引き下げ！怒！！

増減率増減改定後現行身体介護

-2.40%-416316720分未満

-2.40%-624425020分以上30分未満
-2.27%-938739630分以上１時間未満
-2.07%-12567579１時間以上

-2.38%-28284以降30分を増すごとに算定

増減率増減改定後現行生活援助
-2.19%-417918320分以上45分未満
-2.22%-522022545分以上

-2.99%-26567
身体介護に引き続き生活援助
を行った場合

※基本報酬が引き下げられるサービスは、訪問介護、夜間対応型訪問介護、
定期巡回・随時対応サービス、訪問リハ（予防のみ）の4つ

高収益!?なので報酬減額!
4割が赤字なのに

 「処遇改善加算措置を通じて、プラスになるように
しっかり設計してある」???

 加算未取得の事業所が加算取得すればプラス?!
 未取得事業所が取れるよう配慮というが、取得率予測せず
 最高位の加算取得事業所はマイナスに
 基本報酬減額で経常経費の値上がりに対応不能
 大規模事業所、サ高住併設事業所高収益
地域型事業所は赤字の構図

 サ高住併設が訪問介護の主流?
（実は通所介護５割が赤字）
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訪問介護事業所
全国１/４の自治体で０or１
【スクープ】
訪問介護事業所ゼロ、全国で97町村
高齢者を支える訪問介護。経営難で事業所の休廃止が相次ぐ
６月末時点で事業所ゼロ＝97町村、残り１＝277市町村
空白地域では、保険料払っても介護なしという事態も
国は４月から訪問介護の報酬を削減
赤字に追い打ち
＝赤旗日曜版8月11,18日合併号

国は介護の産業化を推進

・行ってきました、まあまあ高級「老人ホーム」
Q．１か月の費用は?
～夜間対応職員数は、52:3（内1名は看護師）
認知症グループホーム９:１（1か月費用約18万円）

・高齢者は「集住」中心でと言うけれど…

サービス付き高齢者向け住宅、1か月の基本費用12～13万円
Q．要介護１認知症あり、1か月の介護費用は?
訪問介護減少でサ高住で対応せざるを得ない地方都市
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あなたはどこで
死にたいですか?

・「こどもの世話にはならない」って本気ですか?
・在宅ひとり死は可能なのか?
・「動けなくなったら、認知症になったら、施設に入れて」

施設ならなんでも良い?
・どんな最期を想定していますか?
・一人暮らし、夫婦ふたり、どっちもどっちの課題あり
・認知症想定してエンディングノート書いてみませんか?

こんな介護保険じゃダメ!!と声をあげてください
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ご参加、ありがとうございました!

Ⅰ部 制度編（こんなはずじゃなかった!改定編）
・モデレーター:上野千鶴子
（東京大学名誉教授、WAN理事⾧、社会学者）

・介護保険創設の歴史的意義 香取照幸（上智大学教授）

・介護保険成立に「高齢社会をよくする女性の会」が果たした役割
袖井孝子（お茶の水大学名誉教授、WABAS前副理事⾧、社会学者）

・社会保障のネオリベ改革としての介護保険制度 山根純佳
（実践女子大教授、社会学者。ホームヘルパー訴訟の原告側証人）
・いじめ抜かれた介護保険／介護保険黒歴史に見る 服部万里子
（NPO渋谷介護サポートセンター理事⾧、ケアマネージャー）

・究極の財源問題／税・保険折衷方式は正しかったのか? 権丈善一
（慶応大学教授、社会保障経済学）
・制度設計の功と罪 小竹雅子
（市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰）
・要介護認定制度の欠陥 田部井康夫（認知症人と家族の会）
・ケアマネ制度のジレンマ 奥田龍人
（認定NPO法人シーズネット理事⾧、ケアマネージャー）
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Ⅱ部 実践編（こんなはずじゃなかった、現場編）
・モデレーター：中澤まゆみ(福祉ジャーナリスト、ケアコミ
ュニティ「せたカフェ」主宰)

・訪問介護と総合事業、崖っぷちから見える景色 柳本文貴（NPO法
人グレースケア代表 介護福祉士、社会福祉士、保育士）
・在宅介護の最後は介護心中? 使いたい時に使えない介護サービス
の現実に疲れ果てる金子裕美子（認知症の人と家族の会新潟代表）
・「大量廃止」で町から消える訪問介護～事業所台帳データから探る
中小零細の苦境と実態 本田祐典(赤旗日曜版編集部）
・地域でケアを続けていくために 石井英寿（宅老所いしいさん家代
表、介護福祉士、ケアマネジャー）
・多職種連携(医療・看護・介護）は達成されたか? 菅原由美（有限
会社ナースケア元取締役、NPO法人キャンナス代表）
・特養の現場から～⾧生きしても誰も幸せにならない介護保険を変え
る 坂野悠己（特養「駒場苑」施設⾧、介護福祉士）＆高口光子(元気
がでる介護研究所)

III部 展望編 ケア社会をつくる（こんな制度がほしい）
・モデレーター:小島美里（介護事業者／NPO法人えん代表）

・地方分権・住民自治としての介護保険 岸本聡子
（杉並区⾧/環境NGO「A SEED JAPAN」を経て国際政策シンクタンクNGO「トラ
ンスナショナル研究所」研究員。公共政策研究者。2020年6月より現職）
・介護保険をどうする?ケアニーズを満たすために 高端正幸
（埼玉大学准教授/財政学者。ベーシックサービスの観点から、支え合いを実現す
るための改革論を展開）
・介護ワーカーが誇りを持って働きつづけるために 小川 恵
（社会医療法人新潟勤労者医療協会介護部/介護支援専門員 介護現場と管理部に
挟まれ奮闘中）
・障害者福祉からみた介護保険の限界と連携の模索 岡部耕典
（早稲田大学教授/障害学、福祉社会学。重度訪問介護を使って介護者と自立生活
をする重度知的障害、自閉の息子がいる）
・介護労働の担い手から出発する介護制度の必要性 竹信三恵子
（ジャーナリスト・和光大学名誉教授／ジェンダーと非正規労働者の視点から労働
報道を続け、脆弱労働者が声を上げられる仕組みを研究中）
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「私たちが欲しい介護保険」を
手にいれるために

異なった意見に耳を傾けあって議論を進める
①対立的になりがちだが、手を携えられる視点を
自治体と事業所、介護事業所とサービス利用者、要介護高齢
者と障碍者、事業者と介護従事者…

②財源論、制度論
税か保険か、消費税をどう見るか、ベーシックサービスか
ベーシックインカムか…

まずは、介護保険公費負担分の増額を求めましょう!
～私たちは何を目指して運動を続けるのか～

『高齢になっても障がいがあっても
私らしく』を実現するために
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9. 16 マラソンシンポジウム 

訪問介護報酬減に抗議し、即時撤回を求める声明 

 

全国の事業者や高齢当事者と家族、研究者など多くの反対の声を押し切って、2024 年 4

月より、訪問介護の基本報酬減額が強行されました。 

報酬減額の影響を受けて、訪問介護事業所の倒産は 2024 年上半期で史上最悪になりまし

た。赤字事業所が約４割という結果を踏まえずに基本報酬を引き下げたのですから、当然予

測された結果です。4 月から６月で廃止された訪問介護事業所は全国で 500 ヶ所を超え、事

業所ゼロが 97 町村、残り 1 事業所が 277 市町村に上っています。3 年後の次期改定までこ

の状態が続けば、訪問介護事業所は急速に数を減らし、居住する地域によって基本的な在宅

介護サービスである訪問介護を受けられない事態になるのは明らかです。すでに人材の圧

倒的な不足からヘルパーの訪問が埋まらなくなっており、生産性を優先する大企業の思惑

から、特に生活援助を担うヘルパーが見つからなくなっています。 

 

一方、高齢者住宅に訪問介護や訪問看護を併設して効率よく多くの報酬を得る手法は、と

ても同じ在宅サービスと見ることはできません。同一建物内の移動で済む事業所と、猛暑や

大雨に耐え自転車で路上を走り回る事業所、⾧い距離を車で移動する過疎地の事業所は明

らかに異なります。前者のサービス形態があることで収益率の平均が上昇したにもかかわ

らず、それをもって基本報酬の減額の理由としました。また、処遇改善加算を上げたことで

基本報酬の減少を補うと説明されましたが、多くの事業所では加算の伸び以上に減少の幅

が大きいのが実態です。その結果、地域で在宅生活を送る要介護高齢者の訪問介護が消滅の

危機に瀕しています。 

 

さらに、生活援助を介護保険サービスから除外することは決して容認できません。要介護

高齢者の生活は身体介護と生活援助の一体で支えられています。時間を細分化したり、単価

を抑えたり、介護保険から外して市町村の総合事業にすることで、支援の量＝ヘルパーの不

足が進むことは自明です。生活援助が少なければ、在宅介護は保てず施設入所の選択を早め、

介護保険財政の負担はかえって増えるでしょう。 

 

介護保険はすべての高齢者が等しくサービス利用できる条件を整えるべき社会保障制度

です。「最期まで在宅で」は多くの人々の望みであり、家族にとっても介護離職を防ぎ、負

担を軽減することが切実に求められています。訪問介護の崩壊を食い止め、「介護の社会化」

を後退させないため、以下を要求します。 

 

１．訪問介護の基本報酬切り下げを即時撤回すること 

２．全ての要介護高齢者が在宅で最期まで暮らせるよう、地域に根差した小規模事業所
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の役割を評価し、基本報酬を上げること 

３．高齢者住宅に併設された訪問介護は別の類型とすること 

４．移動距離や同行研修、医療的ケアや看取りなど、事業所の負担を補う具体的な支援を

簡便な方法で行うこと 

５．生活の根幹を支える生活援助を訪問介護から除外しないこと 

 

2024 年 9 月 16 日 

「こんなはずじゃなかった、介護保険」 

マラソンシンポジウム参加者一同 
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9. 16 マラソンシンポジウム 

声明 介護保険の未来に向けて 

  

 介護保険は 2000 年、「措置から契約へ」「恩恵から権利へ」の標語のもと、高齢当事者の

自立と尊厳をめざして「介護の社会化」へと大きな一歩を踏み出しました。しかし、その後

改悪に次ぐ改悪の過程で「負担の増加と給付の抑制」が重ねられ、もはや「老いの命綱」と

して頼れない制度になる危機を迎えています。 

  

私たちはこれまで介護保険の改悪に対し、2020 年 1 月に「介護保険が危ない」、2022 年

11 月に「史上最悪の介護保険改定」、2023 年 11 月には「このままだと”詐欺”になる～介護

保険は崖っぷち」、そして、2024 年 3 月には「崖っぷちから突き落とされる介護保険」と、

反対集会を重ねてきました。その結果、サービス利用料の原則 2 割負担、ケアプラン作成の

有料化、要介護 1、2 の介護保険はずし、生活援助の介護サービスからの除外などを「先送

り」させることができました。 

しかし、国は「制度の持続性」の名のもとに、3 年後の次期改定で上記の改定案を推し進

め、さらなる利用抑制を図ろうとしています。成立すれば、介護保険は制度として継続され

ても、あっても使えない制度の空洞化が進むでしょう。保険料を支払いながらいざという時

に使えなければ、国家的な「詐欺」と言わざるをえません。そうなれば利用者とその家族も、

それを支える事業者も共に追い詰められるでしょう。高齢者が激増し、一人暮らしの高齢者

が増えている今日、高齢者の在宅を支える在宅系事業者が打撃を受ける一方で、施設もまた

人員配置基準の「柔軟化」によって職員の負担を増やし、ケアの質を確実に低下させるでし

ょう。 

介護保険には当初からさまざまな制度設計上の欠陥が含まれていました。にもかかわら

ず、介護保険 24 年の歴史は、現場の経験値を高め、スキルをアップし、人材を育てました。

これは日本が生んだ大きな財産です。制度は人が支えます。介護保険を現場で支えてきた人

たちの誇りを奪い、高齢者を置き去りにするような改定を認めるわけにはいきません。 

今回、介護保険の原点に立ち返ることによって、私たちがほしい介護保険とはどんなもの

か、利用者、介護家族、介護事業者、介護従事者、行政、研究者の立場から検討する機会を

持ちました。介護保険に深くかかわってきた者として、以下を要求いたします。 

 

１．家族介護を前提としないこと 

２．所得や地域にかかわらず、また在宅であれ施設であれ、高齢当事者が望むケアを最期

まで受ける権利を保障すること 

３．介護労働の専門性を正当に評価し、報酬を上げ、安定して働き続けられるようにする

こと 

４．認知症に対応した介護サービスを確保すること 
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５．生産性向上の名のもとに AI や ICT の導入を口実にした人員配置基準の緩和を止め

ること 

6．介護保険財源の公費負担割合を増やすこと 

 

以上の要求を通じて、私たちは最期まで高齢者が尊厳を持って生をまっとうすることがで

きる介護保険を求めます。 

 

2024 年 9 月 16 日 

「こんなはずじゃなかった、介護保険」 

マラソンシンポジウム参加者一同 
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別紙１の１

健康福祉部介護支援課

入所希望者数

うち在宅

R５年４月１日 対前年（数） 対前年（率）

佐久 578 153 197 △ 44 77.7%

上小 676 200 241 △ 41 83.0%

諏訪 538 147 153 △ 6 96.1%

上伊那 641 253 250 3 101.2%

飯伊 628 212 181 31 117.1%

木曽 48 41 42 △ 1 97.6%

松本 698 246 207 39 118.8%

大北 245 86 96 △ 10 89.6%

長野 1,030 312 395 △ 83 79.0%

北信 262 102 60 42 170.0%

合　計 5,344 1,752 1,822 △ 70 96.2%

特別養護老人ホーム入所希望者数

（令和6年4月1日現在）

圏　域
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第１５表　保険者別　介護保険特別会計経理状況　保険事業勘定　－合計－

（単位：千円）

うち基金繰入額

長野市 35,485,629 34,510,280 975,349 600,000 3,166,228 
松本市 22,797,392 22,235,046 562,346 ‐ 1,358,123 
上田市 16,087,822 15,851,788 236,033 ‐ 2,028,584 
飯田市 11,892,759 11,317,899 574,859 ‐ 304,031 
須坂市 4,596,136 4,444,169 151,967 54,933 732,572 
小諸市 4,081,381 3,937,409 143,973 72,000 642,279 
伊那市 6,980,273 6,844,202 136,071 ‐ 359,898 
駒ヶ根市 3,415,178 3,202,653 212,524 ‐ 216,417 
中野市 4,571,662 4,500,030 71,633 63,569 382,857 
飯山市 2,877,116 2,720,075 157,041 ‐ 205,277 
塩尻市 5,666,478 5,485,808 180,670 ‐ 479,437 
佐久市 10,139,961 10,069,557 70,404 ‐ 1,204,254 
千曲市 5,575,382 5,401,644 173,738 ‐ 1,381,445 
東御市 2,964,189 2,899,535 64,654 ‐ 424,044 
安曇野市 9,925,409 9,700,938 224,470 129,614 1,003,515 
小海町 707,082 690,431 16,651 ‐ 71,528 
川上村 527,222 525,242 1,980 ‐ 51,200 
南牧村 419,928 387,634 32,294 ‐ 50,796 
南相木村 235,006 221,613 13,394 ‐ 11,478 
北相木村 166,022 146,438 19,584 ‐ 11,506 
佐久穂町 1,404,400 1,363,061 41,339 21,000 239,730 
軽井沢町 1,874,018 1,777,661 96,357 ‐ 370,578 
御代田町 1,182,726 1,106,090 76,635 ‐ 31,737 
立科町 1,021,259 964,049 57,210 ‐ 100,200 
青木村 548,439 544,254 4,184 ‐ 12,504 
長和町 1,096,173 1,038,504 57,669 29,000 9,251 
辰野町 2,141,551 2,053,713 87,839 ‐ 404,535 
箕輪町 2,111,460 2,034,479 76,981 ‐ 285,862 
飯島町 1,153,167 1,123,907 29,261 ‐ 111,256 
南箕輪村 1,099,455 1,006,492 92,963 ‐ 52,002 
中川村 687,423 636,143 51,280 ‐ 62,000 
宮田村 961,181 881,251 79,930 ‐ 55,827 
松川町 1,493,341 1,485,516 7,826 ‐ 50 
高森町 1,600,061 1,347,488 252,572 ‐ 97,338 
阿南町 847,717 845,149 2,568 ‐ 76,288 
阿智村 868,043 840,068 27,975 ‐ 23,497 
平谷村 79,216 62,926 16,290 ‐ ‐ 
根羽村 239,685 222,032 17,653 3,000 4,197 
下條村 503,191 478,892 24,299 16,000 32,887 
売木村 121,184 106,320 14,864 ‐ 50 
天龍村 293,925 293,297 628 ‐ 18,582 
泰阜村 233,927 217,401 16,526 ‐ 15,010 
喬木村 839,075 824,401 14,674 ‐ 69,320 
豊丘村 929,181 851,600 77,581 ‐ ‐ 
大鹿村 163,446 148,349 15,098 ‐ 8,628 
麻績村 514,696 469,525 45,171 ‐ 66,094 
生坂村 337,875 308,491 29,384 ‐ 9,451 
山形村 726,326 664,612 61,713 22,562 130,996 
朝日村 574,089 531,424 42,665 ‐ 46,340 
筑北村 806,915 752,628 54,287 ‐ 126,459 
坂城町 1,384,845 1,361,176 23,669 200 420,465 
小布施町 1,170,075 1,099,821 70,254 10,035 200,488 
高山村 763,004 710,404 52,600 ‐ 85,113 
山ノ内町 1,887,883 1,814,922 72,961 ‐ 180,008 
木島平村 618,218 569,970 48,248 ‐ 124,466 
野沢温泉村 469,644 467,160 2,484 ‐ 45,494 
信濃町 1,002,254 939,474 62,780 ‐ 145,500 
小川村 469,623 444,537 25,087 ‐ 57,756 
飯綱町 1,381,036 1,328,496 52,540 ‐ 184,350 
栄村 398,605 390,819 7,786 ‐ 26,762 
北アルプス広域連合 7,108,515 6,973,091 135,424 ‐ 744,364 
木曽広域連合 4,012,742 3,903,752 108,990 71,405 431,912 
諏訪広域連合 20,489,525 19,955,647 533,879 ‐ 1,372,540 

介護給付費 
準備基金保有額

保険者 歳入合計 歳出合計
歳入歳出 
差引残額
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18保険者

33保険者

12保険者

保険者名
第９ 期保険料
推計額（ 月額） A

第８ 期保険料額
（ 月額） B

差額
A-B

保険料
基準額
順位

保険料額
の伸び率

伸び率
順位

1 長野市 5, 670 5, 670 0 34 0. 0% 19
2 松本市 5, 780 5, 890 -110 29 -1. 9% 53
3 上田市 5, 902 5, 902 0 25 0. 0% 19
4 飯田市 5, 980 5, 980 0 23 0. 0% 19
5 須坂市 4, 850 4, 850 0 62 0. 0% 19
6 小諸市 5, 320 5, 320 0 47 0. 0% 19
7 伊那市 5, 600 5, 480 120 36 2. 2% 15
8 駒ヶ 根市 5, 600 5, 600 0 36 0. 0% 19
9 中野市 5, 780 5, 615 165 29 2. 9% 14
10 飯山市 5, 998 5, 998 0 22 0. 0% 19
11 塩尻市 5, 450 5, 450 0 45 0. 0% 19
12 佐久市 5, 650 5, 650 0 35 0. 0% 19
13 千曲市 5, 150 5, 150 0 52 0. 0% 19
14 東御市 5, 550 5, 550 0 41 0. 0% 19
15 安曇野市 5, 800 5, 800 0 27 0. 0% 19
16 小海町 6, 000 6, 000 0 18 0. 0% 19
17 川上村 6, 650 6, 650 0 8 0. 0% 19
18 南牧村 6, 850 7, 000 -150 5 -2. 1% 56
19 南相木村 6, 000 6, 000 0 18 0. 0% 19
20 北相木村 6, 800 6, 800 0 6 0. 0% 19
21 佐久穂町 5, 900 5, 900 0 26 0. 0% 19
22 軽井沢町 4, 800 4, 800 0 63 0. 0% 19
23 御代田町 5, 160 4, 610 550 51 11. 9% 5
24 立科町 6, 400 6, 950 -550 11 -7. 9% 61
25 青木村 6, 340 6, 000 340 14 5. 7% 10
26 長和町 6, 400 6, 000 400 11 6. 7% 8
27 辰野町 5, 000 5, 000 0 55 0. 0% 19
28 箕輪町 5, 000 5, 000 0 55 0. 0% 19
29 飯島町 5, 600 5, 600 0 36 0. 0% 19
30 南箕輪村 5, 230 5, 230 0 49 0. 0% 19
31 中川村 6, 400 6, 400 0 11 0. 0% 19
32 宮田村 6, 000 6, 000 0 18 0. 0% 19
33 松川町 6, 500 5, 400 1, 100 10 20. 4% 2
34 高森町 5, 400 5, 600 -200 46 -3. 6% 58
35 阿南町 6, 900 6, 900 0 3 0. 0% 19
36 阿智村 6, 975 6, 175 800 2 13. 0% 4
37 平谷村 5, 000 5, 000 0 55 0. 0% 19
38 根羽村 6, 000 5, 500 500 18 9. 1% 7
39 下條村 6, 879 6, 024 855 4 14. 2% 3
40 売木村 6, 800 6, 800 0 6 0. 0% 19
41 天龍村 7, 500 5, 000 2, 500 1 50. 0% 1
42 泰阜村 5, 200 4, 900 300 50 6. 1% 9
43 喬木村 5, 700 5, 750 -50 31 -0. 9% 52
44 豊丘村 5, 950 5, 950 0 24 0. 0% 19
45 大鹿村 5, 000 5, 000 0 55 0. 0% 19
46 麻績村 6, 300 6, 500 -200 15 -3. 1% 57
47 生坂村 6, 300 6, 700 -400 15 -6. 0% 60
48 山形村 5, 000 5, 700 -700 55 -12. 3% 62
49 朝日村 6, 600 7, 000 -400 9 -5. 7% 59
50 筑北村 5, 700 6, 700 -1, 000 31 -14. 9% 63
51 坂城町 4, 900 5, 000 -100 61 -2. 0% 55
52 小布施町 5, 250 5, 000 250 48 5. 0% 11
53 高山村 5, 000 5, 100 -100 55 -2. 0% 54
54 山ノ 内町 5, 500 5, 400 100 43 1. 9% 16
55 木島平村 5, 600 5, 600 0 36 0. 0% 19
56 野沢温泉村 5, 500 5, 400 100 43 1. 9% 16
57 信濃町 5, 130 4, 600 530 53 11. 5% 6
58 小川村 6, 300 6, 300 0 15 0. 0% 19
59 飯綱町 5, 050 4, 850 200 54 4. 1% 12
60 栄村 5, 700 5, 700 0 31 0. 0% 19
61 北アルプス広域連合 5, 800 5, 800 0 27 0. 0% 19
62 木曽広域連合 5, 600 5, 400 200 36 3. 7% 13
63 諏訪広域連合 5, 550 5, 450 100 41 1. 8% 18

長野県加重平均値 5, 647 5, 623 24 - 0. 4% -

＊加重平均

保険者ごと の保険料徴収見込額( 保険料額×第1号被保険者数） の合計額を 県内全第1号被保険者数で除し て算出

引下げ

引上げ

据置き

第９ 期介護保険事業計画期間における介護保険料推計額（ 月額、 基準額）
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訪問介護事業所向け  FAX： ０ ２ ６ －２ １ ９ －６ ３ １ ６  

                ※Q R コ ード で回答する場合はこ ちら ⇒ 

＊回答者は無記名でも 結構です 

事業所名  役職  氏名  

                             

以下、 質問に対する該当項目に〇をお願いし ます 

 

①基本報酬の引き 下げについて、 どう 感じ ますか 

納得でき る ／ 納得でき ない ／ わから ない 

 

②-1 現在、 介護職員等処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、 介護職員等ベースアッ プ加算の最上位を

算定でき ていますか 

でき ている ／ でき ていない ／ 加算を 算定し ていない 

②-2 令和 6 年 6 月より 、 介護職員等処遇改善加算等が一本化さ れますが、 算定し やすく なると 思いますか 

思う  ／ 思わない ／ わから ない 

②-3 令和 6 年 6 月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等の新加算について、 最上位の加算要件を

満たすこ と ができ そう ですか 

でき そう だ ／ 難し い ／ わから ない ／ そも そも 最低の加算を取る こ と すら 困難 

※上記に〇を 付けた理由を お聞かせく ださ い。  

 

 

 

 

③報酬改定で経営状況がどう 変わる と 思いますか 

改善が見込まれる ／ 変わら ない ／ 悪化する ／ 事業継続が難し く なる 

 

④今回の報酬改定について一言あれば、 ご意見・ 政府への要望などを 記載し てく ださ い 

 

 

 

本アンケート について、 後日、 電話や訪問で詳細なお話を伺わせていただける場合は、 電話番号・ ご担当

者名等を ご記載いただき ますよう 、 よろ し く お願いいたし ます。  

ご連絡先（ ご担当者名（ 役職））  T EL   （    ）     /ご担当者名 
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回答数 213

①基本報酬の引き下げについて、 どう 感じ ますか

回答数 ％

納得できる 3 1. 4

納得できない　 194 91. 1

わから ない 14 6. 6

NA 2 0. 9

合計 213 100. 0

回答数 ％

でき ている 96 45. 1

でき ていない　 107 50. 2

加算を算定し ていない 10 4. 7

NA 0 0. 0

合計 213 100. 0

回答数 ％

思う 77 36. 2

思わない 60 28. 2

わから ない 74 34. 7

NA 2 0. 9

合計 213 100. 0

回答数 ％

でき そう だ 65 30. 5

難し い 95 44. 6

わから ない 47 22. 1

そも そも 最低の加算を 取る こ と すら 困難 3 1. 4

NA 3 1. 4

合計 213 100. 0

③報酬改定で経営状況がどう 変わると 思いますか

回答数 ％

改善が見込まれる 4 1. 9

変わら ない 44 20. 7

悪化する 126 59. 2

事業継続が難し く なる 31 14. 6

NA 8 3. 8

合計 213 100. 0

②-1現在、 介護職員等処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加
算、 介護職員等ベースアッ プ加算の最上位を算定でき ていますか

②-2　 令和6年6月より 、 介護職員等処遇改善加算等が一本化さ れ
ますが、 算定し やすく なると 思いますか

②-3　 令和6年6月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等
の新加算について、 最上位の加算要件を満たすこ と ができそう で
すか

訪問介護報酬　 基本報酬引き 下げに関する緊急アンケート （ 全体結果）

1.4%

91.1%

6.6%

納得でき る 納得でき ない わから ない N A

45.1%

50.2%

4.7%

でき ている でき ていない

加算を 算定し ていない N A

36.2%

28.2%

34.7%

思う 思わない わから ない N A

30.5%

44.6%

22.1%

1.4%

でき そう だ
難し い
わから ない
そも そも 最低の加算を取る こ と すら 困難
N A

1.9%

20.7%

59.2%

14.6%

改善が見込まれる 変わら ない
悪化する 事業継続が難し く なる
N A
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訪問介護報酬　 基本報酬引き 下げに関する緊急アンケート （ 中央値区分結果）
1 2

中央値以下 85 中央値以上 82

回答数 ％ 回答数 ％

納得できる 0 0. 0 2 2. 4

納得できない　 78 91. 8 75 91. 5

わから ない 7 8. 2 4 4. 9

NA 0 0. 0 1 1. 2

合計 85 100. 0 82 100. 0

回答数 ％ 回答数 ％

できている 32 37. 6 49 59. 8

できていない　 47 55. 3 31 37. 8

加算を算定し ていない 6 7. 1 2 2. 4

NA 0 0. 0 0 0. 0

合計 85 100. 0 82 100. 0

回答数 ％ 回答数 ％

思う 26 30. 6 38 46. 3

思わない 22 25. 9 19 23. 2

わから ない 36 42. 4 24 29. 3

NA 1 1. 2 1 1. 2

合計 85 100. 0 82 100. 0

回答数 ％ 回答数 ％

できそう だ 18 21. 2 34 41. 5

難し い 43 50. 6 28 34. 1

わから ない 19 22. 4 20 24. 4
そも そも 最低の加算を 取る こ と すら 困難 2 2. 4 0 0. 0

NA 3 3. 5 0 0. 0

合計 85 100. 0 82 100. 0

③報酬改定で経営状況がどう 変わると 思いますか

回答数 ％ 回答数 ％

改善が見込まれる 2 2. 4 1 1. 2

変わら ない 18 21. 2 19 23. 2

悪化する 52 61. 2 46 56. 1

事業継続が難し く なる 11 12. 9 12 14. 6

NA 2 2. 4 4 4. 9

合計 85 100. 0 82 100. 0

①基本報酬の引き下げについて、 どう 感じ ますか

②-1現在、 介護職員等処遇改善加算、 介護職員等特定処遇改善加
算、 介護職員等ベースアッ プ加算の最上位を算定できていますか

②-2　 令和6年6月より 、 介護職員等処遇改善加算等が一本化さ れま
すが、 算定し やすく なると 思いますか

②-3　 令和6年6月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等の
新加算について、 最上位の加算要件を満たすこ と ができそう ですか

91.8

91.5

8.2

4.9

中央値以下

中央値以上

基本報酬の引き下げについて

納得でき る 納得でき ない わから ない

37.6

59.8

55.3

37.8

7.1

2.4

中央値以下

中央値以上

最上位を算定できていますか

でき ている でき ていない 加算を算定し ていない

30.6

46.3

25.9

23.2

42.4

29.3

中央値以下

中央値以上

算定し やすく なるか

思う 思わない わから ない

21.2

41.5

50.6

34.1

22.4

24.4

2.4
中央値

以下

中央値

以上

要件を満たすこ と ができそう か

できそう だ
難し い
わから ない
そも そも 最低の加算を 取る こ と すら 困難

21.2

23.2

61.2

56.1

12.9

14.6

中央値

以下

中央値

以上

経営状態がどう 変わると 思う か

改善が見込まれる 変わら ない

悪化する 事業継続が難し く なる

※中央値区分の考え方

・ アンケート 返信のあっ た事業所のう ち、 事業所名が明記さ れた事業所（ 167事業所） の

従業者の「 常勤換算人数」 の中央値で「 以上」 「 以下」 に分類し た。

・ 数値は、 長野県介護サービス情報公開システムの事業者情報を元にし ている。
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できそう だ
全業種から みて相対的に低い介護職の賃金を維持するため、 今までも 上位の加算を取得できるよう 社内で努力
し て整備し てまいり まし た。 更なる賃金アッ プ実現のために最上位の加算要件を満たすこ と 、 企業と し て必須
です。 それでも 賃金アッ プは難し いですが、 こ れが企業と し ての義務と 心得ており ます。

できそう だ 介護福祉士の割合が30％以上であるため。

できそう だ 併せて特定事業所加算も 取得へ向かえれば可能。

できそう だ 今まで適正に行っ てきたから

できそう だ 現在出来ているから 。

できそう だ
職員の給与は上げたい、 負担も 軽減し たいが、 上位加算を取得するには要件を満たすために負担が増えると 感
じ る部分がある。 さ ら に基本報酬が下がる矛盾。

できそう だ できます。

できそう だ 加算要件を全て満たし ているため

できそう だ 定期巡回、 随時対応型と 兼務し ており 、 介護福祉士の職員体制が整っ ているため。

できそう だ 他職種と の不公平感から 算定できなかっ たが、 加算対象が緩和さ れたため

できそう だ 条件を満たし ているから

できそう だ 職員の変更や増減も なく 昨年通り 業務が行えるため。

できそう だ 現在なんと かできているので、 大丈夫だと 思う 。

できそう だ すでに取り 組んでいるため。

できそう だ 特定事業所加算を算定し ているため。

できそう だ 現在算定ができているため。

できそう だ 加算をと ら なければ以前の報酬に近づかないため。

できそう だ
書類々に追われ、 兼務で何も かも やら なければなら ず現場が重視できなく なっ てきている。 全員資格も あり 、
いい仕事をし ていますが高齢になり 次の世代に引き継いでも ら う 気にも なり ません。 医師会→厚生労働省（ 武
見） の影響があるのか⁈

できそう だ も う 一度見直し し たら 、 要件を満たすこ と ができそう 。

できそう だ 現在取得できている。

できそう だ と にかく やっ てみる！

できそう だ 経営状況が厳し いため、 上位加算を取得するため体制等を整備し ていく 予定です。

できそう だ 要件を満たせそう なので

できそう だ 加算要件を満たせる為

できそう だ 新し い要件にも 対応できるから

できそう だ 加算要件をみたす様に、 研修など行っ ていく 。

できそう だ 事前から 準備し ていた。

できそう だ 算定要件を満たすこ と ができるため

できそう だ 賃金増額のため

できそう だ 要件確認するなかで出来そう

できそう だ 全員介護福祉士のため加算は取れるが、 利用者の負担増は納得し ていない。

できそう だ 現在お看取り 対応を毎月し ています。

難し い 加算を取るための研修などが間に合わない。

難し い 正し い情報がわから ない

難し い 処遇改善に関する加算の職場環境等要件のハード ルが高く なっ た。 （ 令和７ 年度以降）

難し い 算定要件が厳し いため、 こ の先も 継続し て要件を満たすこ と ができるのか難し いです。

難し い 算定要件が複雑すぎて分かり にく い。

難し い 要件をク リ アするこ と が難し く なり ます。

②-３ 　 令和6年6月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等の新加算について、 最上位の加算要件を満たすこ
と ができそう ですか？その理由は？
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②-３ 　 令和6年6月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等の新加算について、 最上位の加算要件を満たすこ
と ができそう ですか？その理由は？

難し い し ばり がきびし い。

難し い 小規模な為と 優秀な人材が集まら ない

難し い 賃金を改善すると 経営悪化する為。

難し い 日々の業務過多により 、 細かな事務まで業務が困難であり 、 人件費増による雇用負担。

難し い 条件を満たせないため。

難し い
現状はできると 思う が職員の状態（ 確保） が今後わから ない。 こ の法改定をきっ かけにばかげていると 感じ 退
職する職員も 出てく る可能性が。 専門職なのに、 すき家の時給より 低い。

難し い 人員不足し て整備し てる時間も 余裕も ない

難し い 特定事業所加算の算定要件は満たし ていますが、 申請をする時間を取るこ と が難し い。

難し い 利用者負担や事務作業の増加等を鑑みて検討中

難し い
そも そも どの職種にも 分配が可能と さ れていたこ と から 、 ばら つきがないよう 給料の格差が生じ ないよう 配分
し てきた。 他の加算を取得するにも 、 要件が厳し く 訪問件数も 多く 、 ゆと り も なく 人材も 足り ない現状であ
る。

難し い 小規模施設では、 ホームページ等の開設費も負担と なる。 上位を満たすこ と は不可能。

難し い 特定処遇改善加算を取得するこ と が困難だった（ Ⅰ、 Ⅱ） 。

難し い 特定処遇加算を取得するこ と が困難だっ たため。

難し い 特定処遇改善加算Ⅰ・ Ⅱを取得するこ と が困難だっ た。

難し い 職員のモチベーショ ンの維持には必要と 思う が、 法人全体から 考えると いかがなも のかと 思う 。

難し い 加算要件が多く デジタ ル化などお金のかかる事も 多いため加算を取っ ても それに見合う か不明。

難し い 特定事業所加算を算定し ていない為、 最上位の加算要件を満たさ ない。

難し い
特定事業所加算を取得し なければいけない。 全て要件を満たし ているが、 特定事業所加算を取る予定はない。
実地指導では特定に集中調査さ れる。 実地指導のために書類を精査し ている時間より 、 利用者に寄り 添う 時間
や職員の育成に時間を費やし たい。

難し い 算定要件を満たすこ と ができないから 。

難し い 人材不足。 スタ ッ フ の年齢が上がっ ている。

難し い 算定要件を取るのに非常にハード ルが高すぎる為。

難し い

新加算の要件には、 人員配置や研修体制の整備が含まれています。 こ れら の要件を満たすためには、 事業所と
し て一定の人材が必要。
新加算の導入により 、 特に経験・ 技能のある職員に重点的に配分するこ と が求めら れる。 人材の確保など、 容
易ではない。

難し い サービス提供体制強化加算がと れない。 配分の金額が支払えない。

難し い 人事評価ができる仕組みと なっ ていないため

難し い 事業所内の体系の整備が難し い。

難し い 時間が足り ない。 介護保険改正の４ 月は訪問時間に書類作成等に時間がと ら れ、 報酬アッ プにつながら ない。

難し い 要件を満たせないから

難し い 算定条件が多過ぎる

難し い 絶対的な人手不足

難し い
人材不足のため、 介護福祉士を安定し て一定割合をキープし て雇用するこ と が難し い。
ただでさ え訪問介護は敬遠さ れるこ と が多いので、 所有資格で選ぶなどの贅沢はできない。

難し い 介護福祉士をも っ ているスタ ッ フ が維持できるかわから ない

難し い 事務業務が煩雑で手が回ら ない

難し い 介護職員が不足し ている中、 最上位の加算を取得する要件が満たせない。 また業務負担が増える。

難し い 体制要件、 人材要件、 重度者等対応要件を満たすこ と が不可能。
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②-３ 　 令和6年6月より 算定開始と なる介護職員等処遇改善加算等の新加算について、 最上位の加算要件を満たすこ
と ができそう ですか？その理由は？

難し い 介護福祉士資格者の採用が難し い。 ヘルパー資格者の採用( 人材） が困難なと こ ろ、 一層難し い。

難し い 特定事業所加算をと っ ていない

難し い 準備不足

難し い スタ ッ フ のやり く り 等スキルアッ プ含め業務内容が多い

難し い 要件をまだ満たせないため

難し い
最上位の加算を満たす算定要件をク リ アする事は小さ い事業所では難し いです。 それどこ ろか介護職員を増や
し たく ても 、 訪問介護はなかなか増えないから 、 新規の利用も 増やせない。

難し い 特定処遇改善加算の要件を満たせない

難し い 要件を満たすこ と ができない

難し い 条件が難し く 、 日々業務に追われている。

難し い
24時間連絡できる体制の確保ができない。 利用者のう ち、 要介護４ ・ ５ である者、 たん吸引等を必要と する者
が100分の20以上いない。

わから ない よく 確認出来ていない

わから ない 今、 申請中の為。

わから ない
現在計画書作成中。 希望は最上位を取得し たいと 思う が、 経済的に法人の蓄えで行えるのかどう か…。 むずか
し いこ と ばかり である。

わから ない 本部で加算の手続きを行っ ている為。

わから ない どう なっ ているのか通知が多すぎて把握できていない。

わから ない 法人本部にて上位加算要件について検討中。

わから ない 加算要件や申請が複雑で申請が困難。

わから ない 現在特定事業所加算Ⅲの為、 検討中（ Ⅰ、 Ⅱだが最上位と れない要件） 。

わから ない

小さ な地域のため、 ご利用人数が少なく 、 職員2. 5人常勤換算でさ え負担になっ ている。 介護報酬のほと んどは
人件費。 コ ロナ禍で事業所全体でも 赤字状態。 職員の給与を支払う のがやっ と 。 こ こ 2年借入をおこ なっ ており
ます。 事業所と し て地域のため、 頑張ろう と は思っ ていますが物価高騰、 今後の電気料金の値上げ、 それに関
係し た値上げに耐えら れるか分かり ません。 そのよう な中、 今回の報酬減額、 処遇改善加算以上の支出。 そろ
そろ処遇改善及び事務負担は無く し て、 その分を報酬にいれてほし いと 願っ ています。

わから ない 実務と 算定条件による過重労働。 生産性が釣り 合わない。

わから ない 今取り 組み中のため。

わから ない 処遇加算について詳し く 学んでいないから

わから ない 本年度より 立ち上げたばかり なので、 まだ分から ないです。

わから ない 算定要件をまだ未確認であるため

わから ない 事務が間に合わない

わから ない 加算自体に取れていない資格等ある為加算Ⅰ、 Ⅱと あり 、 一本化になると どう なるか未定である。

わから ない ４ 月に前任者より 交代し たばかり で熟考できていないため。

そも そも 最低
の加算を取る
こ と すら 困難

訪問介護事業は毎月赤字です
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今後の経営状態 ④今回の報酬改定について一言あれば、 ご意見・ 政府への要望などを記載し てく ださ い

変わら ない
人材不足が最大の課題であるが、 募集をかけても 現在の時給では応募者はいない。 事業から の撤退も 考えてい
る。

変わら ない 他の産業と 比べても 、 まだ低い水準であり 、 こ のままでは介護業界の危機がきてし まう と 思う 。

変わら ない 現場の実情を理解し ていただいたう えでの政策し ていただきたいです。

変わら ない
訪問介護は人員不足なのに、 増々訪問ヘルパーの働く 意欲が低下し 離職につながるのではと の不安や心配があ
り ます。 訪問の事業所が少なく なると 困るのは、 ご利用者様です。 国は現場を分かっ ていないと 思っ ていま
す。

変わら ない 決定事項には従う し かないが、 申請方法の簡略化をし てほし い。

変わら ない
自宅での訪問介護と 施設での訪問介護で差が大きいと 思います。 減算ではなく 、 自宅の訪問介護のヘルパーさ
んが納得できる改定をお願いし たい。

変わら ない

弊社は障害の利用者が多く 、 今改定で経営状況は現状維持ができる。 訪問介護の利用者が多かっ たら 、 確実に
事業は撤退し ていたと 思う 。
加算を受けると プラ ス改定と 言っ ているが、 4月と 5月は相当経営悪化する。 プラ ス改定は6月から の話し 。 し か
し 、 その加算分は全て人件費と し て支払わないと いけない規定がある。 う ちの会社も 加算分以上を人件費と し
て払っ てる。 基本報酬減額は、 100%利益を下げるこ と を意味する。
こ の3年で相当数の訪問介護の倒産や撤退が起こ るでし ょ う 。 いざ要介護になっ て、 在宅で暮ら し たいと 思っ て
いても 、 その資源( その地域に訪問介護) がない。 だから 施設に行く し かない。 こ う いう 事態が多く 発生するで
し ょ う 。 何のために介護保険料を払っ ているのか？施設に入るために払っ ているのか？矛盾が生じ ていて、 国
への失望が大きいです。

変わら ない 在宅介護は人件費、 ガソ リ ン代高騰につき経営が難し いです。

変わら ない 基本報酬が訪問介護だけが下がる事に対し てモチベーショ ンが下がり ます。

変わら ない より 一層の処遇改善を望みます。

変わら ない 基本報酬を引き上げても ら わないと 事業所の経営が大変厳し い。

変わら ない 基本報酬のプラ ス改定を要望し たい

変わら ない
今回、 収支差率が黒字になっ たこ と で介護報酬が下がるが、 収益を上げよう と がんばっ ている職員のやる気が
なく なる。 今回、 下げても また下がるよう なら 、 事業を続けていく 意味がないと 思う 。 介護職員不足が懸念さ
れる中、 逆行し ている今回の改正ではないかと 思っ ている。

変わら ない 基本報酬の引き下げには怒り を感じ ている

変わら ない
訪問介護をやり たがる職員が少ない中、 在宅での生活を希望さ れる方は多く 、 こ こ での介護報酬減額は非常に
残念です。

変わら ない 国は介護の現場の事を分かっ てない。

変わら ない 在宅を重視するわり には、 訪問介護の単価を引き下げる意味が理解できない

悪化する 在宅ケアが進めら れている中、 訪問介護事業の収益が低下するのは、 事業継続には悪影響が出る。

悪化する
大規模で職員も 大勢いる事業所には良い改定だっ たかも し れないが、 小規模で職員人数が足り ていない事業所
にと っ て大変な改定だっ た。

悪化する

2022年度7. 8％の黒字により 引き下げる…と は、 介護業界（ 訪問介護） での黒字化はこ れ以上し てはいけない、
儲けすぎだと と ら えら れていると し か思えません‼現場の状況やスタ ッ フ の状況を、 数字だけではなく 見ていた
だきたいです。 訪問介護やケアマネジャ ー等の在宅サービスに携わる事業所スタ ッ フ が一番、 各家庭の状況を
把握し ている貴重な存在だと 確信し ており ます。

悪化する

今後も 在宅で介護を必要と し ている方がどの程度いら っ し ゃるのか分かり ませんが、 訪問し て介護を行う と い
う こ と は、 施設などハード 面が整っ ている所と は違い、 一人で訪問するこ と のリ スク や介護を受けるこ と と い
う こ と は、 どう いう こ と なのか分から ない方が大勢いら っ し ゃいます。 そう いっ た中でヘルパーにスト レスを
ぶつける、 嫌がら せのよう な態度をと る利用者さ んが増えていて、 精神的にダメ ージを受けてし まう 場合も 多
く あり ます。 移動一つをと っ ても 、 冬場で雪道の移動の場合は通常の倍の時間も かかり ます。 …（ フ ァ ッ ク ス
途切れている） …全国的に分かっ ている人員が不足し ている中でのこ と なので、 下がっ てし まっ たと いう 結果
にヘルパーは今後不要と さ え感じ ます。 日々の業務の忙し い時間の中でこ う いっ たこ と を記載する時間が有効
であっ たと 感じ たいと こ ろです。

悪化する
加算で対応し よう と するこ と に疑問を持ちます。 関係する人みんなの事務作業が増えて大変です。 財政難はわ
かり ますが、 介護職員の処遇改善の方法は、 も っ と 別の方法を検討するべきです。

悪化する サ高住などの訪問で報酬を得ている事業所は、 訪問介護と 純粋に言えず、 制度がザルすぎる。

悪化する
基本報酬の引き下げは、 見直し ていただきたい。 R７ には再改定になるよう に、 政府の方々にはわかっ ていただ
きたい。

悪化する 訪問介護の人員不足の上、 単価が引き下げら れるのはおかし い。

悪化する
同一建物等への訪問介護等算定要件が同一と いっ た小規模事業所を淘汰し よう と する改定に納得いかない。 一
律の換算はいかがなも のか？箱も のにし ろ訪問にし ろ人手不足。 需要に追い付かないのに現場を知ら ない改定
は愚策。 介護の近い将来はない。
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悪化する
首都圏のよう に自転車で訪問に回れると こ ろと 地方で車で30分以上かかっ て訪問すると こ ろと は、 人件費、 ガ
ソ リ ン代等のコ スト が違いすぎる。 地方加算をつけてほし い。

悪化する
現場の状況をし っ かり 把握し てほし い、 また都市部と それ以外の地域では地理的にも 交通にも かなり の差があ
ると 思います、 それら を考慮し ていただきたいです。

悪化する 地方では、 移動時間と 車を利用するこ と でガソ リ ン代も かかる。 その辺も 考慮し てほし い。

悪化する
一言では足り ません。 こ こ で何かを言えば変わるのでし ょ う か？職員のモチベーショ ンが下がり 今後の仕事に
も 影響が出ます。

悪化する
国の方は、 サ高住や住宅型有料老人ホームに併設の訪問介護事業所の設置を認めている時点で、 従来の在宅介
護を支える訪問介護と では、 正直矛盾が生じ ていると 思う し 、 世の中すべて値上げの時代に基本報酬を引き下
げるなんて信じ ら れません。 是非引き下げ撤回を実現できますよう お願い申し 上げます。

悪化する 基本報酬の引き上げをお願いし ます。

悪化する
今回の改定では、 訪問介護は物品資料がある事も なく 、 車と 訪問介護員のみいれば成り 立つ…よう な国の方針
のよう ですが、 ヘルパー1人での他人宅への訪問や中山間地の車移動の大変さ 等個々のスト レスは大きなも ので
す。 そこ を分かっ て頂けなく 非常に残念です。

悪化する ヘルパーの報酬が減るのは、 経営が厳し いなか大変厳し い。 なんと か改善し てほし い。

悪化する
事業が悪化し 、 倒産し 、 要介護者の受け入れ先が減少し 、 政府の掲げる介護保険利用額が減少するスト ーリ ー
になり そう でよかっ たですね。

悪化する
引き下げにより 今でも 30分程度の訪問では赤字（ 往復１ 時間必要） であるにも かかわら ず引き下げはきつい。
訪問に伴う 時間についても 考えてほし い。 都会では５ 分で行けても 山村は車で30分必要。 山村地域に大幅な加
算をすべき！

悪化する 当たり 前ですが現場の実情を踏まえ改定を検討し てほし い。

悪化する 訪問介護だけ大幅に下げら れてモチベーショ ンが下がり ます。

悪化する 事業所が今後も 事業継続し ていく こ と が困難な改定内容に思います。

悪化する
訪問介護は利益が大きいと みなさ れたよう ですが、 車を使わないと 行けない所ばかり の地方では納得できませ
ん。 30分のサービスに片道40分かかるこ と も あり 、 １ 日に行ける件数も 限ら れます。 減算や加算で補う などの
やり 方は事業所が維持が難し く なるばかり です。

悪化する
書類等の負担ばかり 大きく （ ４ /１ までに提出し なければいけなかっ た） 仕事内容に見合わない。 物価高の今、
介護職の給料が低いと 言われている今、 下がるのか？分から ない。

悪化する
同一建物は介護の効率が良いと のこ と で減算があるが、 介護を軽視し ていると 思っ てし まう 。 施設自体の運営
も ある為に報酬が良いわけではない。 それに加えて基本報酬の引き下げでは経営は悪化する。

悪化する
今回に限り ませんが加算要件が介護の質につながっ ていないと 感じ ており ますので、 小規模事業所が仕事をし
やすい環境になっ ていっ ても ら えればと 思います。

悪化する 報酬を上げても ら いたい。

悪化する
ケアの質の低下につながっ てし まう のでは…。 前年同額にするのにも 困難さ があり 、 どう し ても 回数重視に
なっ ていっ てし まう のでは…。

悪化する
国は在宅での介護を推奨し ていると いう 認識でし たが、 こ の訪問に対する仕打ちがひどすぎる。 加算要件を算
出し ても マイナスになる。 都会重視型の考えではなく 過疎地へも 目を向けて頂きたい。 村で1軒し かない訪問介
護事業所です。 こ の仕打ちは納得できません。

悪化する 家族や利用者にと っ てはう れし いこ と だが、 私たち経営者は悩むと こ ろ。 何ら かの改善はし てほし い。

悪化する

訪問介護員の資質向上も 大切だが、 最低基準資格の取得事態が高額な費用と 長い時間を要し てし まう 為に人材
不足が解消さ れず悪循環と なっ ている。 サービス提供責任者等の指導又は簡単な研修終了後、 一時的に訪問介
護員と し て従事できる体制の整備、 その後のスキルアッ プと し て働きながら 資格の取得ができる環境の整備
（ 最低限、 各市ごと に資格取得ができる場等） 必要と 考えます。

悪化する 現場を見てく ださ い( 数字だけで見ないで） 。

悪化する
まさ か下がると は思わなかっ た。 どう いう つも り か！処遇改善加算の趣旨はわかるが、 煩雑すぎる。 正当な報
酬を得たう えで、 事業者判断と し て主体的に賃上げできるよう になり たい。

悪化する
職員の給与が上げら れない。 人手がない。 他の職業より 給与が低い。 代わり の事業所があるなら ば事業を辞め
たい。

悪化する
基本報酬の大幅な引き下げで、 処遇改善加算がアッ プさ れていても 、 現状、 今までより 減収になっ ている。 加
算要件も 、 職員の高齢化や小さ な事業所には、 かなり 困難である。 I CTの活用の促進も 、 高齢の職員が多いと こ
ろではすすまないのが、 現状。

悪化する
物価高、 県や市から の支援も 少なく 、 賃上げも 行いまし た。 そこ に今回の基本報酬の引き下げがあり 経営が悪
化する事は目に見えてわかり ます。
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悪化する 訪問介護の未来をも う 一度考えてほし い。 こ のままでは訪問介護をやる人はいなく なり ます。

悪化する
弊社では売り 上げ重視の体制のため、 売り 上げｱﾂﾌﾟ の指示がきつく 、 算定が下がるだけでも 現場は辛いです。 ｽ
ﾀｯﾌさ んも 士気が下がり ます。

悪化する
誇り をも っ て働いてく れているヘルパーさ んがやる気を失っ てし まい政府に幻滅し てます。 現場の意見や要望
も 反映し て頂きたく 思います。

悪化する 大企業と 中小企業の分けて考えても ら いたい。

悪化する う んざり

悪化する
そも そも 訪問介護の報酬が低い為、 ヘルパーの人材不足あるのに、 また報酬が下がるのはヘルパー事業所と し
て存続がさ ら に難し く なると 思います。

悪化する

住宅型を主に回っ ている訪問介護の収益と それぞれの自宅を回っ てサービスを行う 事業所の運営は、 かかる経
費や移動に必要な時間も 全く 違う と 思います。 必要経費は会社の負担と なる為、 主である介護報酬引き下げを
行われ事業所が安定し て運営出来なければ、 いく ら 処遇改善額をあげた所で事業所の運営が出来なく なれば処
遇どこ ろの話では無いと 思います。 サービス単価が下がれば限ら れた1日の時間で今より 稼働を上げなければな
ら なく 、 従業員の負担も 多く なり 退職、 人材不足と 連鎖するのではないでし ょ う か。 稼働に合わせ処遇が上
がっ たと し ても 継続し て働ける人がどのく ら いいるのでし ょ う か。

悪化する
高齢者の生活を支える事業は厳し い経営状態であると 困るのは利用者様です。 困窮し し かたなく 利用に至る
為、 利用実績も 不安定です。 （ 入院や入所ぎり ぎり での契約も ある） 。 キャ ンセル料（ ヘルパーへの） 事業所
負担であり 、 人の確保も やっ と です。 事業所をつぶさ ないでほし いです。

悪化する ヘルパーさ んの時給を減ら すこ と も 検討。

悪化する

国の方針である在宅復帰について、 ヘルパーの活躍がどれだけ重要なも のになるか承知し ているのか疑問に感
じ る。 老健等施設サービスから 在宅に帰っ たあと のサポート は誰がやるのか、 老健等の施設職員が行う のか。
訪問介護のサービスは不要と 考えているのか、 老健等施設サービスでリ ハビリ はし てはいるがその訓練を終了
すれば助け無し で本当に在宅で生活ができると 思っ ているのか。 国は地域包括ケアと 言っ ているが、 その事を
考えている方達の方針決定と は思えない。 その方達に訪問をし てケアをし てみてほし い。
働く 意欲がさ がる、 退職に繋がっ ても し ょ う がないと 思う 。

悪化する 過疎の地域の状況をも っ と 把握し ても ら いたい

悪化する
基本報酬が下がると 基本給が上げら れない、 基本給が上がら ないと 、 訪問介護をする人は増えないと 思いま
す。 人は基本給をみて応募し てく るのではないでし ょ う か。

悪化する も っ と 　 現場の　 状況を見てほし い!

悪化する
在宅における訪問介護の必要性を理解し てほし いも のです。 数字だけで理解し ているつも り なのかと 憤慨し て
おり ます。

悪化する
訪問介護事業は働き手が少なく 、 若い世代の就業が少ない。 少人数で何と か回し ているが、 報酬が下がるこ と
でモチベーショ ンも 下がり 、 増々人手不足になると 懸念し ている。

悪化する 人員不足解消を努めて欲し い。

悪化する
職員の給料だけあげれば良いなんて考え方が安易。 会社全体が潤わなく てはつぶれてし まう 。 経営が成り 立た
ない。

悪化する 基本報酬をあげるべきで、 加算を止める。 身体生活援助報酬の差別は止める。

悪化する
ヘルパー高齢化にて、 若手を募集し て行きたいが、 報酬単価下がる現状を聞いてやり 手がいなく なる。 在宅生
活を支えて行きたいが人手不足でお断り ケースが出てく る。 近隣事業所が縮小経営変更にて、 新規依頼が多く
なっ てし まっ ている。

事業経営が難し く なる
国は、 在宅を進めて行く つも り がない事が明確に分かっ たので、 他のサービス運営に重点を置いて行く 予定し
ていく 。 いつも 、 報酬でメ ッ セージを伝える感じ だが、 明確に伝えて欲し い。

事業経営が難し く なる
訪問介護は移動時間や待ち時間があり 収益確保する事が難し い。 車での移動など経費の負担も 大きいので、 報
酬を増やし て貰いたい。

事業経営が難し く なる 在宅介護を安易に考えている。 報酬改定を望む。

事業経営が難し く なる
訪問介護はこ れから も っ と 必要になっ ていく と 思います。 障害者が増えている今の状態を見ても 今の数倍の人
員が必要です。

事業経営が難し く なる
憤り を感じ まし た。 ヘルパー必要ない、 将来的にも 待遇よく なら ないと いう 国の考えと 捉えた人も 多いと 考え
ます。 ますます人材確保が困難になるこ と が予想さ れます。

事業経営が難し く なる

訪問介護は全てで減額と なり 衝撃を受けた。 訪問介護は在宅で生活するう えで非常に重要なサービスであり 、
需要も 大きい。 当事業所でも ヘルパー職員は高齢化で人材確保が困難な状況です。 昨今のガソ リ ン、 介護用品
の価格上昇が加わり 経営状況は非常に深刻と なっ ている。 今回の報酬引き下げはさ ら なる経営状況悪化につな
がる可能性が考えら れます。
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事業経営が難し く なる
今現在でも 職員の確保が厳し く 、 介護福祉士の確保、 患者様の重度の方の受け入れ頭が痛い。 労働条件、 週２
日休みと れない状況。 休日出勤すると 代休と れなく なっ てし まう 。 シフ ト 調整苦慮し ている状況。

事業経営が難し く なる
世の中、 給与のベースアッ プを促し ている時に訪問介護は逆行し た報酬改訂です。 経営が成り 立ちません。 国
の考えが理解不能( 大企業の下請け企業のベースアッ プを支援する時代なのに) 弱いも のイジメ です。

事業経営が難し く なる
コ ロナ陽性者宅にも 訪問し まし たが引き下げについて疑問に思います。 デイ サービスも お休みさ れた利用者宅
にも 訪問、 何人も あり 。

事業経営が難し く なる

こ の地域は豪雪地帯です。 冬期間は事業所の除雪、 独居ご利用者の玄関の除雪、 水道水の凍結等の対応をおこ
なっ ていますが介護保険では訪問介護での除雪は認めら れていません。 また、 中山間地域等に居住する者への
提供加算は「 本来の実施可能な範囲を超えてサービスを提供し た場合」 と なっ ており 利用できない加算です。
ガソ リ ン価格は1リ ッ ト ル185円、 灯油は122円。 都会はいく ら でし ょ う か？最低賃金も 引き上げら れており ま
す。 通所介護においても 、 報酬は上がり まし たが、 ADL加算Ⅱの利得が2から 3に引き上げら れたこ と で、 算定難
し く なり 今後の減収が予想さ れと ても 物価高騰に対応できていません。

事業経営が難し く なる

人材不足や介護職員の高齢化に伴う 辞職がある中、 今回の引き下げでは新たに人材を確保し よう にも 、 給与も
安いう えにリ スク の高い仕事なので若い世代から 選ばれる職業ではない。 土日祭日も 単位が変わら ずどう やっ
て人材を確保するのか？生活援助は誰でも できる仕事ではあり ません。 訪問件数一日10件以上あり ます。 細か
な書類作成困難。 も っ と 現場を見てく ださ い。

事業経営が難し く なる

今までヘルパー不足で在宅はあやう いと 思っ ていたが、 一層追い打ちをかけるこ と になっ た。 ヘルパーはガソ
リ ン高騰の中移動手当も なく 田舎では５ ㎞、 10㎞の移動は当たり 前。 理解さ れない場面が多々あり の改定でし
た。 近々訪問は（ ヘルパー） なく なると 思います。

事業経営が難し く なる 政府に要望し たと こ ろで何の改善も ないと 思います。

事業経営が難し く なる 現場の実情を知っ ていただきたい。

事業経営が難し く なる
国の考えは訪問介護サービスを「 家政婦」 と し か見ていないと 思う 。 在宅サービスの充実を考えるなら 介護職
員の処遇は基より 事業存続のため基本報酬の値上げが先だと 考えます。

事業経営が難し く なる 介護スタ ッ フ の雇用が実に難し く なっ てきた。 訪問介護の事業をやめると こ ろも 多く あり 。

事業経営が難し く なる 介護事業の末端までし っ かり と 調査し てく ださ い

事業経営が難し く なる
そも そも 、 処遇改善を加算ではなく 報酬単価に入れないのはなぜなのか納得し ていない。 事業所の経営が困難
ななかで処遇改善だけを推し 進めても 意味がない。

事業経営が難し く なる

今回の報酬改定により 、 経営の悪化も し く は事業継続が危ぶまれる事業所が出てく る事は確実だと 思う 。 国は
在宅より 施設を勧めているかのよう な改定だと 感じ る。 訪問介護の人材不足と 職員の高齢化は進むばかり で、
若者に魅力ある職業ではない現状から 、 今後の訪問介護は衰退し ていく と 想像出来る。 国は施設を勧めている
のでし ょ う か？
経済的に困難で在宅を選ぶ方、 自宅で過ごし たいと 願う 方達の行き場は？今後3年間で状況は大きく 変動するの
ではと 思う 。 国の思惑に反し て、 施設入所は増えそれに伴い、 低賃金で働く 介護職は人材不足で疲弊し 、 虐待
やケアの質の低下へ連鎖し ていく のではと 心配する。

事業経営が難し く なる

訪問介護における有資格者の大幅な緩和策が緊急的に必要であると 考えます。 ただでさ え、 人材不足が騒がれ
ている中で、 更に有資格者を探すのはも はや至難の業に近いと さ え思っ ています。 処遇改善等で職員の給与を
2~3%ベースアッ プし たから と 人材の確保や、 人材を引き止めるこ と さ えも 難し く なると 感じ ます。 物価高騰の
ため他業種は時給を上げざるを得ない中、 時給の良い他業種に人材の流出が更に加速し ていく と 思います。 早
急に有資格者の見直し をお願いし ます。

事業経営が難し く なる

すぐ に施設入所ではなく 、 高齢の方ができる限り 長く 在宅で過ごせるよう に支援し ていく と いう 方針で、 定期
巡回などのサービスが創設さ れたはず。 利益率の高い訪問介護事業所も あると 思う が、 倒産や撤退し ている事
業所も 多い。 こ のままでは在宅での生活が困難になっ てし まう 。

事業経営が難し く なる

様々な物が値上げし 、 最低賃金も 引き上げて、 介護報酬引き下げでは、 世間の値上げに追いつかない。 ますま
す介護職と 平均年収の格差は開く のみ。
人生100年時代。 介護需要は高まる事は予想さ れるが、 低賃金では働き手の確保も 難し い。

事業経営が難し く なる 基本報酬を引き下げるのは世の中の現状と 乖離し ている

仕事に対する士気が下がる。 住み慣れた地域で過ごす( 自宅で） ために訪介が必須なのにも かかわら ず、 一番必
要と さ れるサービスの報酬を下げるこ と でヘルパーになる人が減り ます。

数パーセント の黒字で減算と なっ ていたと はびっ く り し まし た。 人命にかかわる仕事をし ている現場スタ ッ フ
のためにも 減算はやめても ら いたいです。

訪問介護は家族、 親戚等の血縁関係に無関係な人間と 人間の支え合いで成り 立つ、 生命継続にかかわる必要不
可欠な行為の集合である。 残念ながら 現在の制度ではその見返り は金銭でし か処理できないので、 こ の制度内
で「 使命感と 報酬」 が報われるよう 訪問介護を見守り 、 日本の「 訪問介護」 が世界に誇れるよう 育て続けてほ
し いと 思います。
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〇介護が必要になっ たら 、 どう すればいい？ 

〇介護保険の申請はどう すればいいの？ 

〇介護のこ と で悩んでいる・ ・ ・  

〇介護職場で働いているが、 どう も ・ ・ ・  

   

介護サービス利用者、 介護し ている家族、 介護職場で働いている方、  

どんなこ と でも 結構です。 お気軽に電話下さ い。  

 

相談員は 社会福祉士、 ケアマネジャ ー、 労働相談員などです。  

 

 

フ リ ーダイ ヤルはこ ちら  

0120-110-458 
 

 

2024 年 １１月 １１日（月） 

午前 10 時～午後４時 長野県高校教育会館３階 

いい介護の日（ 11/11） 

無料 
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